
　去る 6月７日、新委員による上下水道事業経営協議会を開催しました。
　市長による委嘱状交付後、会長、副会長を選任し、会長は奥山和彦委員、副会長は
打川敦委員に決定しました。
　今回は、委員の方々と秋田県流域下水道横手処理センターを視察し、公共下水道の
排水がどのように処理されて、きれいな水になって自然に還っていくのか、その仕組
みについて理解を深めていただきました。

特　選：佐　藤　明紗子さん（浅舞小４年）

準特選：村　田　栞　渚さん（横手南小４年）　　　藤　原　晴　天さん（浅舞小４年）

特別賞：細　谷　心　人さん（浅舞小４年）　　　　佐　藤　　　雫さん（朝倉小４年）

入　選： 米　澤　彩　音さん（横手北小４年）　　　熊　谷　凛　香さん（睦合小４年）
　　　　高　階　大　和さん（横手北小４年）　　　藤　原　凜　生さん（朝倉小４年）
　　　　本　間　優　衣さん（横手北小４年）　　　山　本　　　佑さん（横手南小４年）
　　　　千　葉　寛　乃さん（横手南小４年）　　　佐々木　大　河さん（大森小４年）
　　　　佐　藤　光　莉さん（睦合小４年）　　　　我　妻　　　心さん（朝倉小４年）
　　　　鈴　木　璃　子さん（浅舞小４年）　　　　佐　藤　亜　美さん（醍醐小４年）

第 60回　水道週間横手市標語コンクール表彰

なにげなく　使える水に　ありがとう平成30年度特選標語

　市では、水道週間にあわせ 「水道の役割・大切さ」 を知っていただくことを目的に、市内小学校の4年生を対象
に標語を募集しました。　
　応募総数330作品の中から、特選をはじめとする17作品が優秀作品として選ばれ、8月22日、市長室で特別賞
までの5人が表彰されました。

上下水道事業経営協議会を開催上下水道事業経営協議会を開催

水道Q&A水道Q&A
Q先日、水道メーターを交換する連絡がありました。どうしてこのようなことが必要なのですか？
Aお客様に請求する水道料金、下水道使用料等は各戸のメーターの検針値が基になっています。このメーター
の精度が保たれるように、計量法で８年間の検定有効期間が定められています。横手市では、この検定有効
期間を超過しないように水道メーターの取り付け後７年目の年に、交換に伺っております。
　交換は、委託を受けた水道業者が行います。交換にあたっての費用をお客様に求めることはありません。
しかし、こうしたメーターは市がお客様に貸し出している物となり、お客様に適正に管理していただくこと
が必要です。
　近年、空き家の増加に比例して、冬季の水道管凍結と同様にメーターも凍結が原因で破損する事故が増え
ています。水回りの破損にとどまらず、家財も濡らしてしまうほか、多額の水道料金、下水道使用料の請求
となってしまう恐れがあります。
　長期間、水道を使用する見込みの無い建物については、水道使用中止の手続きをご検討いただき、「横手市
水道お客様センター」　☎0182－32－2758へお気軽にご連絡ください。


